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地球環境の保全とスウェーデン

Global Environment and Sweden 

理 事 中 央 大学教授 丸尾直美

Director， Prof. N aomi Maruo 

スウェーデンは福祉と環境保全の面で数々の先

駆的政策を行ってきた。二O年前の公害問題でも

今回の地球的環境保全の問題でも、その深刻さに

早くから目ざめ、一九六九年には、国連環境会議

を提唱し、一九七二年にストックホルムで世界最

初の国連環境会議を聞いた。

今回の地球的環境問題でも着目が早く、酸性雨

対策やプロンガス規制を早くから提唱し、自ら実

践した。国民の環境意識も高し、。三年前に統計庁

が行った世界調査でも既に、不安を感ずることの

ーっとして半分近くの人々が世界の環境汚染を挙

げたとのことであり、その比率は世界の飢餓、戦

. 争、個人の経済問題、失業等の不安を挙げた人よ

りも大きかったとし、う。三年前といえば、日本で

は、地球環境の汚染の不安ということは世論調査

内でも森林や自然の保全に熱心であるし、政府も

大部分の自治体も低公害紙を使用しているし、国

民も低公害紙を買う傾向がある。今年の六月、住

宅・住環境調査にスウェーデンをも訪れたが、都

市近郊の自然保全についての日瑞の違いを痛感し

た。筆者の住む神奈川県は環境対策では日本では

先駆的な県であるが、その神奈川県でも何年か前

に作った神奈川二一世紀プランでは二一世紀まで

に神奈川県の山林は三分の一以下になる計画にな

っていたし、現に横浜でも土地の九・一%しかな

い山林を二一世紀までにさらに六%台にまで減ら

すプランが検討されている。日本は今や世界の森

林を守れと国際舞台で提唱するまでになったが、

自然保全の重要性についての自覚と政策について

は、スウェーデンを参考にすべきところがまだま

だあるように思われる。の不安の項目にも挙げられていなかったほど、地

球環境の汚染問題には無関心だった。スウェーデ

ンが環境保全の国際化に熱心だと聞いても、北欧

では樹木の育ちが遅いから森林を大切にするのだ

とか、他国と陸続きだから他国の環境にも関心を

持つのだとか、環境保全機器に先行投資している

ので世界が環境保全対策をとればもうかるからだ

と受けとめる日本人が多かった。たしかにそうい

う面もあるが、スウェーデンでは国民も政府も野

党も地球的な環境汚染を日本人よりもはるかに深

刻に考え、環境保全対策と運動を進めている。国
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オンブズ、マン研究雑感

Some Thoughts about Ombudsman Studies 

1 なぜ私はオンブズマン制度の研究をはじめた

のか

今年3月、 5年がかりの懸案であったカナダ・

カールトン大学のローワッ ト教授の著書『世界の

オンフーズマン構想』が早稲田大学出版部から刊行

され、ょうやく翻訳者としての肩の荷を少し下ろ

したところである。原著者ローワット教授には、

翻訳が大変遅れたことでおわびの言葉もない。

ここで、わたしがなぜこのオンフ守ズマン研究に関

心をもつようになったのか、若い研究者がどのよ

うにして新しいテーマへ没頭するかの一例として

記録に止めておきたい。

わたしがオンフヌ、マン制度の存在を知ったのは、

昭和44年(1969)の12月、大学院にはいってそ

ろそろ修士論文のテーマを決定する噴、大学図書

館で文献を探していて、平松毅教授の『法学論

叢』掲載の論文「国政監察制度の歴史的考察ーオ

ンフゃズマンについてJ(1968・4)を見つけたこ

とによってであった。それから山本正太郎関西学

院大学教授(故人〉の諸業績(現在『英国行政法

の研究Jに収録されている1962年から65年にか

けての 6つの論文〉を見つけ出すことができ、ま

るで、宝の山に入った感がしたといってもおおげさ

で、はなかった。

さらに次の出会いは、正にローワッ ト教授の編

集された『オンブズマン』第二版 (1968)との

出会いであった。また同時にハーパード大学のゲ

ルホーン教授の『オンブズマンとその他の諸制

度.1(1966)、さらにスイスのハラー教授による

『スウェーデンのオンブズマンj(1964、独文〉

へと進んでいった。今から考えるとタイミングと

しては絶好の時期であったといえよれこれらの

著書論文を基礎として、 わたしの修士論文「行政

府に対する民主的統制についての研究J(1971) 

を完成したので、あった。

それから18年の聞にさまざまの業績が刊行さ

れ、現在私の書棚にあるだけでも、洋書23冊
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玉川大学助教授 川野秀之

Asso. prof.， Hideyuki Kawano 

(文献目録、実態調査を含む〉、年刊専門誌『オン

フ'ズマン・ジャーナル.1 8冊、 雑誌の特集1冊、

関係論文5点、和書7冊、わが国における関係論

文はかなりの数にのぼる(その内私の書いたもの

だけでも18点ある〉。なおこれからも外国の刊行

物について網羅的に収集を続けることはなかなか

大変であろうが、できるだけ協力してゆきたい。

2 なぜオンブズマン制度研究が盛んになったの

か

このように業績が蓄積されていった原因として

は、世界各国でオンフーズマン制度が急速に注目を

集め、多数の研究ないし紹介が行われたことが一

つ、オンブズマン経験者を含め、熱心な紹介者が

世界的に多数出現したこと、そしてその具体的な

現れとして、 1978年カナダのアルバータ大学法

学部に国際オンブズマン研究所 CInternational

Ombudsman Institute)が創設されたことがあ

げられる。

この研究所の創設メ、ノバーのうち、昨年あいつ

いでなくなられたウルフ・ルンドヴィク氏(Ulf

tfj' 

Lundvik)とランダル・イパニ一氏 (LandallE. 

Ivany)について少し紹介することにしたい。

ウルフ・ルンドヴイク氏は元スウェーデンの首 e 
席オンフやズマンで、研究所の第二代所長であった。

ストックホルムの自宅に国際オンブズマン図書館

を設置し、『オー ストラリアのオンブズマン』

(1984)や『カ ナダの州オンブズマンJ(1981) 

などの著作を研究所から刊行している。オンブズ

マン制度の外国への普及とその結果の検証に極め

て熱心であった。

ランダノレ・イパニー氏はカナダ ・アルノミータ州、|

の第二代オンフ。ズマンをつとめた牧師で、その後

研究所の専務理事兼事務局長に就任し、研究所の

業務を精力的に推進して きたが、 88年 9月ガン

で病死された。著作に『オンブズマンシップ論

集.1(1981)がある。個人的なことではあるが、
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わたしが研究所の入会申し込みをしたときにいた

だいた心暖まる手紙は今でも忘れることができな

し、。

この二人の活動が国際的なオンフ。ズマン制度の

普及に果たした役割は、カナダの行政学者で、前

記の『オンブズマンj(編著〉・『世界のオンブ

ズマン構想』の著者であり、地方自治制度や情報

公開制度の専門家であるローワット教授とともに

非常に大きいといえよう。

3 国際オンブズマン研究所の活動

まず研究所の活動として、まず第一に上記の

『オンフ守ズマン ・ジャーナノレ』をはじめ、『オンブ

' ズマン年鑑J、『世界のオンブズマン一覧』、40点

以上の『研究叢書J、年6回の 『ニューズレター』

などの出版物の刊行があげられる。さらに世界各

国のオンブズマンの交流助成、またオンブズマン

の現職者あるいは経験者を客員研究員として招轄

する制度、さらに世界の文献を集めた図書室とコ

ンビュータベースに基づく文献目録の整備、関係

論文の『研究叢書』としての刊行助成なと。を行っ

ている。

現在はイパニー専務理事の存在が余りにも大き

かったせいか、研究所の事業者はやや停滞してお

り、 『ニューズレター』の刊行も不定期になり、

財政状況もあまり芳しくないようであるが、せっ

かくここまできたものを維持できないといった事

態になることだけは避けなければし、けない。その

ための助力を得られれば幸いである。私見である

惨 が、日本人の個人会員はまだー桁で、余りにも少

ないように思われる。実際年会費75ドルで『オ

ンフ守ズマン・ジャーナノレ』、『オンフeズマン年鑑』、

『世界オンブズマ ン一覧』、『ニューズレター』

(パックナンバーを含む〉を配布され、その他の

文献も25%引きで購入できるのである。どうぞ

関心のある方のご協力をお願いする次第である。

なお研究所の住所は、

International Onbudsman Institute 

University of Alberta 

Faculty of Law 

Edmonton， Alberta 

CAN ADA T6G 2H5 

である。

4 おわりに

スウェーデン特有のオンフ。ズマン制度が、第二

次世界大戦後世界各国に普及していったのは、確

かに福祉国家に対する期待と連動していた。した

がって福祉国家に対する期待がさまざまなジレン

マに直面している今日、オンフ。ズマン制度が現実

にどこまで機能しうるのかとし、う評価についても

かなりきびしい状況にきているといっても過言で

はない。民主政治の欠点がたった一つの制度を作

っただけで、すべて消えるなどとし、う幻想ははじめ

から持ち合わせてはいないとはし、え、制度が導入

された諸国で、所期の結果をあげているかどうかに

ついては現在のところどうも否定的なものが多い

のかもしれなし、。

しかし評価は性急にはできないし、 10年、 20

年の中期的評価にすら囚われずに、もっと長い目

で見る必要があろう。実際スウェーデンで導入さ

れてから他国が注目するまで、には150年かかって

し、る。制度が定着し、実効力をあげるためには少

なくとも30年から50年は必要なのではあるまい

か。もとよりそれでは今日の急務を解決するのに

は役立たないとし、う批判も当然であろう。しかし

それは笑はないものねだりである。オンフeズマン

制度が実現しうる部分はあまり大きくないのかも

しれないが、大きな制度改革の一環として行政不

信を緩和するために一定の役割を果たすことは可

能である。オンフーズマン制度に期待しうるのはそ

れ以上でもそれ以下でもない。今後とも冷静に事

態の推移を見守ることにしたい。
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<STOCKHOLM通信〉

スウェーデン的思考法

How the Swedes think 

「スウェーデン人は合理的・論理的な国民であ

る」ということをよく聞きます。もちろん個人個

人は千差万別でしょうが、確かにそうしみ雰囲気

が社会全体にあるような気がします。日本人から

見ると「ちょっと変わっているナ」と思わされる

「合理的、論理的Jなことがあちこちにみうけら

れます。以下、そのような例を幾っか思いつくま

まに書いてみようと思し、ます。

(1) エスカレーターの表示

一番最初に感心させられたそのような例は地下

鉄の駅のエスカレーターの表示でした。

日本だと「上jI下」とし、う表示になるところが、

こちらではホームから改札口へ上がるときには、

「上 UPPjと「上にあらず E]UPPjとあり、

改札口からホームへ下がるときには「下 NEDj

と「下にあらず E]NEDjと書いてあるのです。

ホームから上がってくるエスカレーターは、上が

ってこられるところのほうの階からみれば、確か

に「下」ではないわけです。いまだにその表示を

見る度に「律義さ」を感じておかしくなったりし

ます。

(2) 麻薬中毒者への注射器無料配布

夏休み前の国会審議で現在既に行われている麻

薬中毒者への注射器無料配布の試行をさらに拡大

するとしづ決定がなされました。麻薬の奨励をす

るようなこの決定に驚くのは私ばかりではないと

思いますが、これはエイズ・キャンペーンの一環

で、麻薬中毒者が注射器の貸し借りをすることに

よってエイズが蔓延してしまうことを防ぐための

措置なのだそうです。でもスウェーデン以外にも

同じような措置をとっている国がヨーロッパには

多くあるそうで、この点に関してはスウェーデン

人だけが特殊な考え方をすると言うわけではない

ようです。
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会員 三瓶恵子

Ms. Keiko Kjellsson-Sampei 

(3) 死んだらお金は出ない

ある人が交通事故にあったとします。車の損害

は自動車保険から補償金が出ます。けがをしたと

したら疾病保険が出ます。運悪く大怪我で死んで

しまったとしたらどうなるかというと、その事に

対しては、どこからもお金はおりてこないのです。 ff]'

(自分で特別に保険会社の「事故保険」に入って

いれば別ですが。〉後に残された家族に対して加

害者(死んだ人が被害者だった場合〉が経済的な

保証をする義務はないのです。残された家族が経

済的に窮地に陥れば、公的福祉のほうから補助が

出ます(例えば両親が死んで、孤児になってしまっ

た子供に対しては「子供年金」が支給されます〉。

損害賠償裁判の記事を見慣れている日本人の目に

は奇異にうつることでしょう。

(4) 乳母車に乗った子供連れの大人はパスはタダ

で乗れる

これはスウェーデンのなかでも多分ストックホ

ルムだけだと思いますが、乳母車に乗った子供連

れの大人はパス代を払わなくてもし、し、ことになっ

ています。乳母車はパスの中央の降車口から出し

入れして、降車口の近くのちょっと広くなってい ! 

るところに置くので、いちいち人込みをかきわけ

て運転手(ワンマンバスです〉のところまで運賃

を払いにいくと時聞がものすごくかかるためにこ

うし、う規則になっているのだと思います。 「普通

の人の 3倍以上のスペースをとった上にタダとは

…」とジロジロ腕む人もいません(関係ありま

せんけれど犬連れでパスに乗るときは、 40cm以

上の長さの犬についてはちゃんと「犬料金」を払

います〉。

以上「みんなあたりまえじゃないの」と思った

人はスウェーデン的思考の出来る人だと思いますO

L、かがですか?

• 



<SIPニュース〉
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スウェーデンの人口、現在850万人

公式予想によると、本年度7月半ば現在でスウェーデンの人口は850万の大台にのったといわれる。

上半期の報告で，中央統計局は人口が3万9，000人増、 849万7，700人になったとしている。因みに、昨

年度上半期の人口増は2万4，000人であった。

人口が増したのは主として、本年度に入って 2万5，000人 (実質〉の移民が我国に流入したためであ

る。スウェーデンへの移民は 3万5，000人、逆に海外への移民はわずかに9，850人で、過去最低のレベ

ルで、あった。因みに、 1988年度の我国への移民と海外への移住者の数は、それぞれ2万3，000人、 1万

75人であった。

スウェーデンでは、現在、出生率も増加しているといわれる。 1989年度 1-5月期に我国では 6万

人の赤ん坊が生まれたが、これは昨年同期の出生より 1，000人強多い。

死亡率は引続き下降している。本年度 1月 1日-6月30日までに、スウェーデンに居住していた 4

'万6，38
スウェーデンの人口は1969年度末に800万人を突破した。 1970年代， 1980年代の人口増は極めて緩や

かで、スウェーデンの人口は820万人と830万人の聞を推移していた。 (SIP303/89) 

本年度ノーベル賞賞金額は300万クローナ

本年度のノーベル各賞の賞金額は昨年度の250万クローナ (6，250万用〉の20%増300万クローナ

(7，500万用〉であるとし、う。また、本財政年度よノーベル財団の営業利益は5，790万クローナ (14億

4，750万円〉で昨年の3，390万クローナ (8億4，750万円〉を上回った。 (SIP303/89) 

スウェーデンで出版された少数民族事典

此の程 「多様文化スウェーデンJ(Det mangkultuvella Sverige)とし、う題名のスウェーデンに移民

して来た民族グループに関する事典が出版された。編集者はウプサラ大学の民族総合研究センターの

イングヴァル・スヴァーンベリ(IngvarSvanberg)とハラルド・ルーンブルーム (Harald

Runblom)、出版元はストックホルムのイ 一 ドルンズ (Gidlunds)である。同事典では、アルパニア

. 人、ユーゴスラヒ、ブ人を含むおよそ80の民族がアノレフアベット順に扱われており、総ページ数は500ベ

ージである。

スウェーデンはしばしば民族的には単ーと考えられているが、今日我国は166カ国に及ぶ様々な国々

からの移民やさらに多くの民族グループを擁している。それら全てが此の程の出版物に含まれている

わけではないが、これは主として、利用可能な情報の欠如によるものである。従って、同書は包括的

な記録とみなされるべきではないことを編者は指摘している。

同事典出版の目的は移民の歴史、文化、宗教、言語に関する情報をのせたガイドブックを提供する

ことである。同書は雇用の過程で少数民族と接触する人々や自分達の先祖がし、かにしてスウェーデン

で暮してきたかを知ることに関心を抱いている移民にとって実用的かつ学究的な書であるよう意図さ

れている。同書はまた、スウェーデンの多様文化の過去と現代に関する一般的情報書としても意図さ

れている。

スウェーデンの文化的孤立に関する社会通念は19世紀には真実でありえたが、それ以前とりわけ17

世紀に関しては、スウェーデン社会は折衷的であったといわれる。ただ、戦後にスウェーデンへの移

民が確実に増大した結果、 80年代はかつてない民族的、文化的、宗教的、言語的多様性を特徴とする

に至った。 (SIP230/89) 
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「

数字で見るスウェーデン (No.1 ) 

①外国貿易の比重 (SvenskaInstitutet， The Swedish Economy， 1988) 

Foreign trade as percentage 01 GDP _1970 にコ 1986

。 20 40 60 

Belg山m

Netherlands 

Norway 

Denmark 

Germany (F.R.) 

Sweden 

Finland 

United Kingdom 

France 

Japan 

United States 

国内総生産に占める輸出の比率と世界貿易に占める比率。 1970，1986 

80 

国内総生産に占める輸出の比率 世界貿易に占める比率

Country 197日 1986 1970 1986 

Belgium 52 78 3.5 4.7 

Netherlands 45 64 4.0 5.5 

Norway 42 46 1.2 1.2 

Denmark 28 36 1.2 1.4 

Germany (FR) 21 33 10.4 16.4 

Sweden 24 33 2.1 2.5 

Finland 26 27 0.7 1.1 

United Kingdom 23 26 7.6 7.2 

France 16 22 6.1 8.4 

0apan 11 13 5.8 14.2 

United States 6 9 15.0 14.7 

注〉 上記の世界貿易に占める比率は、 OECD諸国の全輸出に占める比率
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